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産業経済部 企業政策室 工業雇用政策課



01 事業の目的

先進技術や新たなアイデアを用いて、課題解決や新規事業の創出、共同研究を行う市内企業等

を支援する。

事業開発・実証支援事業とは？
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02 補助対象者の要件・対象となる事業

3

要件

1. 市内に事業所を有する企業であること。

2. 市税を滞納していないこと。

3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和32年法律第122号）第２条

に規定する風俗営業以外の営業に従事していること。

4. 事業主又は役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第77号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。

5. その他市長が補助対象者として不適当と認める事項

補助の対象範囲

◆ 試作・開発・実証実験

◆ 技術・サービス検証

◆ 生産方式の開発

◆ 評価・検証・効果測定

販売
ビジネス化

企画
事前検証

 新たな製品・技術・サービスの開発・改良

 製品等の新たな生産方式の開発・改良

 製品・サービスの新たな提供方式の構築・改良

 その他本市の産業振興に寄与すると市長が認めるもの

▶開発や実証実験を行い、その後に評価や
効果検証を行う事業が対象となります。

対象となる事業

※開発等を伴わない既存設備・システム等の更新や
修繕は対象となりません。

※同一の申請者が複数の申請はできません。
※交付決定前に着手した事業は対象となりません。



03 補助上限額・補助率・補助対象経費
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科目 補助対象となる経費の例

委託費 自社で行う業務の一部を委託する費用等

物品購入費
事業に必要な部品・機器類など
※補助事業以外の用途に使用しうる物品は除く

使用料
リース料、インターネット契約料、サービス利用料など
※補助事業期間のみ対象

印刷製本費
事業に必要な印刷物の作成費用等
※商品チラシやパンフレット等の販促品は対象外

交通費 打ち合わせなどにかかる費用

消耗品費
開発する製品等に必要な消耗品
事業実施に必要な消耗品

業種
中小企業者（下記のいずれかを満たすこと）

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数

①製造業・建設業・運輸業・
その他の業種（②～④を除く）

3億円以下 300人以下

②卸売業 1億円以下 100人以下

③サービス業 5,000万円以下 100人以下

④小売業 5,000万円以下 50人以下

中小企業等

大企業

➢ 中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に基づく「中小企業者」

➢ 小規模事業者
➢ 個人事業主
➢ 会社以外の従業員が300人以下の法人（一般社団法人）

及び団体（協同組合等）

➢ 上記の中小企業者等以外の法人

補助率 ➢ 中小企業等 3/4

➢ 大企業 2/3

補助上限額 200万円

※補助対象経費の額に補助率を乗じた額又は、200万円の低い方の額
（1,000円未満の端数は切り捨て）

補助対象経費 右表参照



04 申請時の提出資料
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工業雇用政策課宛のメールに、データを添付しご申請ください。

➢ Mail：kogyo@city.tomakomai.hokkaido.jp

提出書類

①技術開発・実証支援事業補助金交付申請書（別紙実施計画書を含む）

②事業概要資料

③重要事項確認書・同意書

④申請者の概要がわかる資料（例：企業紹介冊子、ホームページなど）

⑤申請者の法人の登記事項証明書 ※個人事業主は個人事業の開業・廃業等届出書又は直近の確定申告書の写し

※①～③は市のホームページに様式を掲載しています。

申請〆切 令和８年６月26日（金） 17：15まで



05 選定委員会・審査項目について
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➢ 選定委員会を経て採択が決定されます

➢ 申請事業者は、選定委員会でプレゼンを行っていただきます

➢ 選定委員会では、事業概要や下記の審査項目について評価を行います

➢ すべての申請事業について、選定委員会で評価を行い、予算の範囲内で

評価の良い事業から順に採択されます

審査項目

①適格性 事業の目的に沿った事業内容か。事業費は妥当であるか。

②新規性・独創性
事業の内容は、地域において、新規性・独創性の優位性が認められる
か。

③需要の妥当性・事業効果
需要の根拠が明確であり、事業により課題が解決または、新規事業が
創出されるか。

④実現性 事業の内容・計画は、実現性が望めるか。

⑤地域貢献性 事業の内容は、他の企業や市全体へ良い影響を与えるか。



06 事業スケジュール
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申

請

者

状況報告
補助金
受取り

事業完了
報告

交付申請 事業開始

苫
小
牧
市

選定委員会
実施

補助額
確定検査・支払い

状況報告
確認

事業終了後30日以内
又は来年3月12日の
いずれか早い方の日

7月上旬

事業終了後、
事業の状況報告について、
ご協力をお願いします。

7月中旬
6/26㈮
17:15まで

3月下旬

経費の領収書や実施
状況がわかる写真等を
添付してください。

申請者の方にプレゼン
を行っていただき、
評価・選定します。

事業成果をできる限り
具体的な数字で

報告してください。

申請 決定通知 実績報告 確定通知 請求 支払い 依頼 報告

事業期間
R9/3/12まで



07 技術開発・実証支援事業 Q&A
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Q2 事業費の下限はあるか。

ありません。

Q3 事前に補助金を受け取り、事業を遂行することができるか。

実績報告に基づいた精算払いのため、補助金を事前にお支払いすることはできません。

Q4 実績報告はいつまでに提出しなければならないのか。

事業終了の日から30日以内または、令和９年３月12日のいずれか早いほうの日までに、
実績報告書に添付書類を添えて提出してください。

Q6 来年度以降も報告する必要があるか。

来年度から２年間、当該事業について、事業化や商品化についての状況報告の依頼をしますので、ご協力をお願いします。

Q7 先進技術や先進サービスを持つ企業を紹介してもらえるか。

技術支援や先進企業の紹介など、様々な相談は
苫小牧高専「C-base」や苫小牧市テクノセンター、（公財）道央産業振興財団へご相談ください。

【C-base】0144-61-1102 【テクノセンター】0144-57-0210 【道央産業振興財団】0144-51-2770

Q5 実績報告の添付書類は何か。

事業に係る経費の領収書の写し（またはこれに準じる書類）及び事業内容や実施状況を確認できる記録写真等の資料です。

Q1 申請した事業は、すべて採択されるか。

申請受付を締め切り後、選定委員会を経て採択が決定されます。
選定委員会では、申請者にプレゼンを行っていただき、評価を行い、予算の範囲内で評価の良い事業から順に採択されます。



08 過去の採択事例
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過去の採択事例の詳細については、
下記QRコードからご覧ください！


